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第５章  新規雇用就農促進事業 

 

（事業の目的） 

第 55 条 新規雇用就農促進事業は、雇用就農希望者の農業法人への新たな雇用の機会（以下「チ

ャレンジ雇用」という。）創出や雇用就農者の定着を支援し、新規雇用就農者のさらなる

確保・育成を図ることを目的とする。 

 

第１節 マッチング支援事業 

（事業の目的） 

第 56 条 雇用就農においてインターンの実施による就農希望者と農業法人等とのマッチングを図 

    ることを目的とする。 

（事業の内容） 

 第 57 条 雇用就農を希望する者がインターンを受ける場合の農業法人等の農業体験の提供を支援 

     する。 

（事業の対象及び主な要件） 

 第 58 条 栃木県内に事業所を有する農業法人等で、３日以上７日間以内の農業体験を実施するこ

と。 

（事業の実施） 

 第 59 条 マッチング支援事業は、この業務規則に定めのない事項は、別に定める実施要領等によ

るものとする。 

 

第２節 チャレンジ雇用就農促進支援事業 

 

（事業の目的） 

第 60 条 チャレンジ雇用就農促進支援事業（以下「チャレンジ事業」という。）は、農業法人等

へのチャレンジ雇用を推進し、新規雇用就農者のさらなる確保を図ることを目的とする。 

 

（事業の内容） 

第 61 条 チャレンジ事業は、45 歳未満の雇用就農希望者を新たに１か月以上３か月未満、チャレ

ンジ雇用する農業法人の活動を支援する。 

 

（事業の対象及び主な要件） 

第 62 条 チャレンジ事業の対象は、１か月以上３か月未満（週平均 35 時間以上）の雇用契約を締

結した県内に事業所を有する農業法人等とする。 
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２ チャレンジ事業は、チャレンジ雇用終了後、正社員として期間の定めのない雇用契約を

締結する強い意欲を有する農業法人等であること。 

３ チャレンジ事業の対象となる雇用就農希望者は、雇用就農に強い意欲を有する者である

こと。また、農業法人の代表者の３親等以内の親族でないこと。 

 

（事業の実施） 

第 63 条 チャレンジ事業は、この業務規則に定めのない事項は、理事長が別に定める実施要領等

によるものとする。 

 

第３節 雇用就農定着支援事業 

 

（事業の目的） 

第 64 条 雇用就農定着支援事業（以下「定着支援事業」という。）は、農業法人が行う雇用就農

者への人材育成を支援し、新規雇用就農者の定着を図り、長期の雇用就農へとつなげるこ

とを目的とする。 

 

（事業の内容） 

第 65 条 定着支援事業は、新規雇用就農希望者がチャレンジ雇用終了後、正社員として期間の定

めのない雇用契約を締結し、農業法人への定着を図る内容とする。 

 

（事業の対象及び主な要件） 

第 66 条 定着支援事業の対象は、チャレンジ雇用終了後、正社員として期間の定めのない雇用契

約を締結した雇用就農者とする。 

２ 定着支援事業は、事業の申請時点で正社員雇用後３か月を経過していること。 

 

（事業の実施） 

第 67 条 定着支援事業は、この業務規則に定めのない事項は、理事長が別に定める実施要領等に

よるものとする。 


